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問
　
平
成
17
年
８
月
25
日
に
発
足

し
た
政
令
指
定
都
市
推
進
協
議
会
の

今
後
の
取
り
組
み
は
。�

　
答
　
同
協
議
会
は
、
本
市
の
政
令

市
移
行
を
支
援
す
る
た
め
百
三
十
三

団
体
で
組
織
さ
れ
た
民
間
団
体
で
、

設
立
総
会
で

は
、
岡
山
市

に
対
し
て
周

辺
自
治
体
や

国
、
県
へ
の

積
極
的
な
働

き
か
け
を
要

望
す
る
と
と

も
に
、
市
民

の
各
界
各
層

と
共
に
全
力

で
支
援
す
る

こ
と
が
決
定

さ
れ
、
今
後

は
①
さ
ら
な

る
会
員
募
集
②
会
議
等
の
開
催
③
政

令
市
の
調
査
研
究
④
講
演
会
等
の
開

催
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
な
ど
の
広

報
活
動
に
順
次
取
り
組
む
も
の
と
聞

い
て
い
る
。�

���

　
問
　
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
や
行
政
コ

ス
ト
計
算

書
か
ら
、

本
市
の
財

政
運
営
に

つ
い
て
の

分
析
を
。�

　
答
　
資

産
は
、
厳

し
い
財
政

状
況
か
ら

投
資
を
厳

選
し
て
い

る
結
果
、

有
形
固
定

資
産
等
が

横
ば
い
・
減
少
傾
向
に
あ
り
、
合
併

に
よ
る
規
模
拡
大
の
影
響
を
除
け
ば

平
成
14
年
度
末
以
降
減
少
し
て
い
る
。

負
債
は
、
中
核
市
比
較
で
負
債
・
正

味
資
産
合
計
に
対
す
る
割
合
が
高
く
、

将
来
の
住
民
負
担
は
大
き
い
が
、
市

債
発
行
額
の
抑
制
に
よ
り
減
少
傾
向

に
あ
る
。
ま
た
、
税
収
入
や
16
年
度

で
の
地
方
交
付
税
の
減
少
に
よ
り
一

般
財
源
収
入
が
減
少
す
る
一
方
で
、

移
転
支
出
的
コ
ス
ト
が
上
昇
傾
向
に

あ
る
こ
と
か
ら
、
会
社
の
当
期
利
益

に
当
た
る
期
中
一
般
財
源
等
増
減
額

が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
。�
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問
　
市
有
施
設
へ
の
指
定
管
理
者

制
度
導
入
に
つ
い
て
①
管
理
者
選
定

に
当
た
り
、
審
査
委
員
会
へ
専
門
家

や
市
民
の
参
画
は
可
能
か
②
市
全
体

の
進
捗
状
況
の
公
表
を
。�

　
答
　
①
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
が

参
画
で
き
る
よ
う
事
務
処
理
基
準
を

作
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
利
用
者
の

声
を
反
映
で
き
る
よ
う
市
民
の
参
加

に
つ
い
て
も
検
討
中
だ
②
平
成
18
年

４
月
に
は
す
べ
て
の
施
設
が
市
直
営

か
指
定
管
理
者
で
運
営
で
き
る
よ
う

制
度
適
用
の
進
捗
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
い
る
。
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
わ
か
り
や
す
い
情
報
提
供
に

努
め
た
い
。�
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問
　
政
策
を
企
画
提
案
し
た
職
員

が
事
業
実
施
ま
で
担
当
す
る
ア
ン
ト

レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ（
起
業
家
精
神
）

事
業
制
度
を
本
市
に
導
入
す
る
考
え

は
。�

　
答
　
職
員
の
意
識
改
革
や
組
織
の

活
性
化
等
に
有
効
で
あ
り
、
局
室
横

断
的
な
課
題
に
も
対
応
可
能
と
考
え

る
が
、
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
各
専

門
部
署
を
超
え
る
深
い
研
究
と
検
討

を
経
た
事
業
案
を
提
案
で
き
る
の
か
、

事
業
案
の
的
確
な
審
査
が
可
能
と
な

る
人
材
・
体
制
が
確
保
で
き
る
の
か
、

事
業
実
施
時
の
各
所
属
課
と
の
権
限

分
担
・
協
力
関
係
の
在
り
方
を
ど
う

す
る
か
な
ど
整
理
が
必
要
だ
。
今
後
、

こ
う
し
た
問
題
点
を
研
究
し
、
導
入

の
可
能
性
を
検
討
し
た
い
。�

　
問
　
新
市
建
設
計
画
に
盛
り
込
ま

れ
た
御
津
町
高
度
情
報
化
施
設
整
備

事
業
の
見
通
し
は
。�

　
答
　
旧
御
津
町
で
は
、
平
成
16
年

度
に
国
の
補
助
を
受
け
、
公
共
施
設

等
を
光
フ
ァ
イ
バ
ー
で
結
ぶ
地
域
情

報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
基
盤
整
備
事

業
を
実
施
し
て
お
り
、
町
か
ら
の
提

案
で
新
市
建
設
計
画
に
も
盛
り
込
ま

れ
た
。
具
体
化
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ

タ
ル
放
送
開
始
に
伴
う
難
視
聴
対
策

等
も
含
め
、
現
在
行
っ
て
い
る
地
域

住
民
の
ニ
ー
ズ
把
握
の
た
め
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
も
と
に
検
討

し
た
い
。�
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問
　
下
水
道
を
不
正
に
使
用
す
る

事
例
が
あ
る
と
聞
く
が
、
対
処
方
針

は
。�

　
答
　
無
断
接
続
に
よ
る
使
用
者
等

に
は
、
発
見
次
第
必
要
な
手
続
き
を

履
行
さ
せ
る
と
と
も
に
、
過
去
に
さ

か
の
ぼ
り
使
用
料
の
徴
収
を
行
う
。

な
お
、
設
置
義
務
者
が
排
水
設
備
の

設
置
に
当
た
り
事
前
確
認
を
得
な
か

っ
た
場
合
や
無
資
格
業
者
が
工
事
を

行
っ
た
場
合
に
は
条
例
に
基
づ
き
五

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
下
水
道�

　
９
月
定
例
市
議
会
で
は
、
十
八
人
の
議
員

が
、
議
案
や
市
政
全
般
に
つ
い
て
の
質
問
を

行
い
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
取

り
上
げ
て
、
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。
�
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